
令和 2年度 武雄市宿泊旅行商品助成金制度のお知らせ 

                 

  【樹齢３千年 武雄の大楠】      【レモングラスしゃぶ】         【廣福寺】 

武雄市では本市を含む旅行商品（宿泊限定）を企画、造成、催行された旅行業者様に対

し、ＰＲ（露出）、送客実績を考慮して助成金をお支払い致します。 

 

 対象・要件  ＊詳細、その他は事前にお尋ね下さい 

① １泊以上、武雄市内宿泊施設を使用すること。 

② エスコート(添乗員付団体)商品の場合、全行程中、宿泊を除く武雄市内観光が概ね３０％以上含

まれること。 （＊詳細につきましてはご相談させていただきます。） 

③ パーソナル(個人旅行)商品の場合、利用市内施設が３施設（宿泊２施設、立寄１施設）以上ある

こと。  ＊武雄市外宿泊施設を含む場合、原則対象外。  

④ 教育旅行、ＣＶは対象外。   ＊別途武雄市観光客誘致対策助成金制度等あり。 

⑤ 同コース（類似コース）複数設定の場合は設定本数でなく１商品としてカウントする。 

⑥ １旅行業者とは１事業所（法人）または１エリアの造成部門を指し、支店ごとではない。 

⑦ 武雄市他制度との重複は不可。 

⑧ 「ＡＩＲ・ＪＲ＋ホテルパック」類（出張、ビジネス、ホテル集等）は対象外。 

 

 対象期間（契約期間） 

◆契約締結～令和３年３月３１日（水）  ※令和３年３月３１日宿泊分まで対象 

 

  支払金額 

＜企画・広告助成金＞ 

◆１旅行業者あたり  50,000円～ 400,000 円 

  ＊製作部数、製作媒体（パンフレット、チラシ）、露出割合等考慮のうえ決定致します。 

＜オーバーコミッション（送客助成金）＞ 

 ◆１旅行業者あたり  0円～  300,000円 

  ＊送客実績により所定金額を企画・広告助成金とは別途にお支払い致します。 

  ＊送客実績は武雄市内宿泊者実績でカウントし、催行後お支払致します。 

  【送客実績による支払単価】 

送客実績（市内宿泊者数） 単価（市内宿泊者１名あたり：円）  

    １００～２４９ ３００ 

    ２５０～３９９ ４００ 

    ４００～４９９ ５００ 

     ５００超 ６００ 

  ＊アンダーバー…１００名 

◆１旅行業者あたり支払限度額 700,000 円（企画・広告助成金＋送客助成金）になります！ 

上限額を 20万円から 

40万円に拡充しました！ 



 

提出・添付書類 

① 交付申請書（様式第２号）…当市所定書式をお渡しします。 

② 企画書（見積書含む、製作部数、送客目標必須）･･･書式自由 

③ 入稿前最終稿（チラシ、パンフレット等） 

④ ツアー行程が確認できるもの（行程表、旅程表等）･･･書式自由 

⇒①②③④は申請時に提出 

⑤ 覚書…当市所定書式をお渡しします。 

⑥ 成果物（チラシ、パンフレット完成分） 

⑦ 助成金請求書（様式第６号）･･･当市所定書式をお渡しします。 

⇒⑤⑥⑦は助成金決定通知書（様式第３号）受理後に提出 

⑧ 実績報告書（様式第４号）･･･当市所定書式をお渡しします。 

⑨ 宿泊施設利用証明書（別紙）…当市所定書式をお渡しします。 

⇒⑧⑨は催行後に提出 

⑩ 助成金請求書（様式第６号）･･･当市所定書式をお渡しします。 

  ⇒⑩は助成金決定通知書（様式第３号）受理後に提出 

   ＊確定通知書（様式第５号）を本事業総括分として別途発行します。 

 

＜注意事項＞ 

１．様式第３号、様式第５号は当市が発行するものです。様式第４号に添付する別紙は利用宿泊施設

が発行するものとなります。（＊要宿泊施設署名、捺印） 

２．助成金請求書（様式第６号）は企画・広告助成分請求時及び送客助成分請求時の２回提出頂きま

す。（同様式を使用致します。） 

 

 その他 

  ① 本制度には審査があります。 

  ② 支払時期は原則「請求書」の受領後、３０日以内となります。 

   企画・広告料は成果物（チラシ、パンフレット等）完成確認後、オーバーコミッションは 

催行後、送客実績確認後お支払致します。 

 ③ 掲載用写真データ、ポジの借用について協力致します。 

 ④ 採用は受付先着順となります。 

 

 問い合わせ先 

◆武雄市営業部商工観光課  

〒843-8639 佐賀県武雄市武雄町大字昭和 12－10 

 TEL 0954－23－9237  FAX  0954－23－3816 

 E-mail: syoukoukankou＠city.takeo.lg.jp 

 

 

 

 

 


